
※令和３年（2021年）の制度改正に係る部分については下線部を付記し、留意事項を記載しています

適 不適
非該
当

従業者の員数
等

［介護の提供に当たる職員］
夜間及び深夜の時間帯以外に介護従事者の員数は、
通いサービスの利用者数が３又はその端数を増すご
とに１以上配置していますか。

条例第193条
基準第171条

□ □ □

訪問サービスについては、その提供に当たる従業者
を２以上配置していますか。 □ □ □

夜間及び深夜の時間帯の夜勤の員数１以上に加え、
宿直１以上を配置していますか。 □ □ □

宿泊サービスの利用者がいない場合であっても、宿
直又は夜勤従業者を配置していますか。

※夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪
問サービスを提供するための連絡体制がある場合
は、配置しないことができる。

□ □ □

従業者のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護
師となっていますか。 □ □ □

［看護職員］
従業者のうち常勤換算で2.5以上の者は、保健師、
看護師又は准看護師（看護職員）となっています
か。
→常勤換算方法（　　　　）人

□ □ □

通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業
者のうち、1以上の者は看護職員ですか。 □ □ □

［介護支援専門員］
居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護
計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を配置し
ていますか。（ただし、利用者の処遇に支障が無い
場合は、他の職務等に従事することができる。）

□ □ □

介護支援専門員は以下の研修を修了していますか。
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 □ □ □

管理者 管理者は常勤専従職員を配置していますか。
□ □ □

管理者が他の職務等を兼務している場合、業務に支
障はないですか。 □ □ □

　→　下記の事項について記載してください。
　・兼務の有無　（　有　・　無　）
　・当該事業所内で他職務と兼務している場合
   はその職種名
    （　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・事業所に併設する介護第64条第6項に
   掲げる併設施設の種類及び名称
    （　　　　　　　　　　　　　　　　）
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、
介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護
事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以
上認知症である者の介護に従事した経験があります
か。

□ □ □

①次の研修を修了していますか。
・認知症対応型サービス事業管理者研修（経過措
置・みなし措置あり）
→研修修了の場合、具体的内容を記載してくださ
い。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
又は
  ②保健師又は看護師ですか。

□ □ □

2

Ⅰ　人員基準

看護小規模多機能型居宅介護「基準チェックシート」

点検した結果を記載して下さい。

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

・職員勤務表
・職員名簿、雇用契約
書
・資格を確認する書類
・出勤簿
・就業規則
・賃金台帳等
・利用者の登録状況，
利用状況

条例第194条
基準第172条 ・職員勤務表

・職員名簿、雇用契約
書
・資格を確認する書類

1

1



適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

代表者 事業者の代表者又は地域密着型サービスの事業部門
の責任者などは、特別養護老人ホーム、老人デイ
サービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症
対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問
介護員等として認知症である者の介護に従事した経
験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉
サービスの経営に携わった経験がありますか。

条例第195条
基準第173条

□ □ □

・資格を確認する書類

①次のいずれかの研修を修了していますか。
・　痴呆介護実務者研修（基礎課程又は専門課程）
　　（Ｈ16年度まで実施）
・　認知症介護実践者研修又は実践リーダー研修
　　（Ｈ17年度以降）
・　認知症高齢者グループホーム管理者研修
　　（Ｈ17年度実施）
・　認知症介護指導者研修
・　認知症高齢者グループホーム開設予定者研修
・　認知症対応型サービス事業開設者研修
　　（平成18年度以降）
又は
②保健師又は看護師ですか。

□ □ □

4

登録定員 登録定員は29人（サテライト型の場合は18人）以下
ですか。

通いサービスの利用定員は、登録定員の1/2以上15
人（登録定員が25人を超える事業所にあっては下記
の数、サテライト型にあっては12人）以下となって
いますか。）
登録定員 　　　　　利用定員
26人又は27人　　　 16人
28人               17人
29人               18人

宿泊サービスの利用定員は、通いサービスの利用定
員の1/3以上9人（サテライト型にあっては6人）以
下ですか。

条例第196条
基準第174条

□ □ □

設備及び備品
等

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を備
えていますか。 □ □ □

居間及び食堂は、それぞれ十分な広さを有し、その
合計した面積は、３平方メートルに通いサービスの
定員を乗じて得た面積以上となっていますか。

□ □ □

宿泊室の定員は1人ですか。また床面積は7.43平方
メートル以上になっていますか。 □ □ □

3

Ⅱ　設備基準

5

条例第197条
基準第175条 ・平面図

・設備・備品台帳
・建築検査済証
・消防検査済証
・消防設備点検結果

2



適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

6

内容及び手続
きの説明及び
同意

サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申
込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の
概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の
サービスの選択に資すると認められる重要事項を記
した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に
ついて利用申込者の同意を得ていますか。

条例204条（10
条準用）
基準第3条の7

□ □ □

・重要事項説明書
・利用申込書
・同意に関する記録
・利用者との契約書
・パンフレット等

7
提供拒否の
禁止

正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはあり
ませんか。

条例204条（11
条準用）
基準第3条の8

□ □ □
・利用申込受付簿
・要介護度の分布がわ
かる資料

8

サービス提供
困難時の対応

自ら適切なサービス提供が困難な場合、当該利用申
込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他
事業者等の紹介など必要な措置を速やかに取ってい
ますか。

条例204条（12
条準用）
基準第3条の9

□ □ □

・サービス担当者会議
の要点
・情報提供に関する記
録

9

受給資格等の
確認

サービスの提供を求められた場合は、その者の提示
する被保険者証によって、被保険者資格、要介護
（要支援）認定の有無及び要介護認定の有効期間を
確かめていますか。

条例204条（13
条準用）
基準第3条の10 □ □ □

・被保険者証（写）等
・利用者の個別記録

10

要介護認定の
申請に係る援
助

要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が
受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前
にはなされるよう、必要な援助を行っていますか。

条例204条（14
条準用）
基準第3条の11 □ □ □

・利用者の個別記録

11

心身の状況等
の把握

サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状
況等の把握に努めていますか。

条例204条（88
条準用）
基準第68条

□ □ □
・利用者に関する記録
・サービス担当者会議
録

12

居宅サービス
事業者等との
連携

サービスを提供する場合又は提供の終了に際し、居
宅サービス事業者、保健医療サービス又は福祉サー
ビスを提供する者と密接な連携に努めていますか。

条例204条（89
条準用）
基準第69条 □ □ □

・利用者の個別記録
・指導、連絡等の記録
・終了に際しての注意
書

13

身分を証する
書類の携行

従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身
分証を携行させ、初回訪問時及び求めに応じて提示
するよう指導していますか。

条例204条（90
条準用）
基準第70条 □ □ □

・身分証明書

14

サービスの提
供の記録

提供した具体的なサービスの内容等を記録していま
すか。

条例204条（21
条準用）
基準第3条の18

□ □ □

・サービス実施票控
・業務日誌
・サービス提供票・別
表法定代理受領サービスの場合、利用者から利用者負

担分の支払を受けていますか。 □ □ □

法定代理受領サービスである場合と、そうでない場
合との間に不合理な差額を設けていませんか。 □ □ □

下記の費用の額に係るサービスの提供に当たって
は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該
サービスの内容及び費用について説明を行い、利用
者の同意を得ていますか。
・　通常の事業の実施地域以外の地域に居住する
    利用者に対して行う送迎に要する費用
・　通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に
    おいて訪問サービスを提供する場合の交通費
・　食事の提供に要する費用
・　宿泊に要する費用
・　おむつ代
・　サービスのうち、日常生活においても通常必要
となるものに係る費用であって、利用者負担とする
ことが適当な費用

□ □ □

Ⅲ　運営基準

15

利用料等の受
領

条例204条（91
条準用）
基準第71条

・サービス実施票控
・サービス提供票、別
表
・領収書控
・運営規程（利用料そ
の他の費用の確認）
・重要事項説明書
・預り金の出納簿

3



適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

16

保険給付の請
求のための証
明書の交付

法定代理受領サービスではない、指定看護小規模多
機能型居宅介護に係る利用料の支払いを受けた場合
は、サービス提供証明書を利用者に交付しています
か。

条例204条（23
条準用）
基準第3条の20 □ □ □

・サービス提供証明書
控

17

指定看護小規
模多機能型居
宅介護の基本
取扱方針

事業所の開設から概ね6か月を経過した後について
は、自己評価を少なくとも年1回は行っています
か。

条例第198条
基準第176条

□ □ □

・運営規程
・外部評価及び自己評
価の記録

利用者の心身の状況等を踏まえて、通いサービス、
訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わ
せ、妥当適切にサービスを提供していますか。

条例第199条
基準第177条

□ □ □

利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下
で日常生活を送ることができるよう配慮しています
か。

□ □ □

サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと
を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの
提供等について、理解しやすいように説明をしてい
ますか。

□ □ □

サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の
利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動
を制限する行為（身体的拘束等）を行っていません
か。
また、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び
時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由を記録していますか。

　→身体的拘束等の有無（　有　・　無　）

□ □ □

通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少
ない状態が続いていませんか。 □ □ □

登録者が通いサービスを利用していない日において
は、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡に
よる見守り等をしていますか。

□ □ □

看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との
密接な連携により、又は看護小規模多機能型居宅介
護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が
図られるものですか。

□ □ □

看護サービスの提供に当たっては、適切な看護技術
をもってサービスの提供を行っていますか。特殊な
看護を行っていませんか。

□ □ □

主治の医師と
の関係

常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基
づき適切な看護サービスが提供されるよう管理して
いますか。

条例第200条
基準第178条

□ □ □

看護サービスの開始に際し、主治の医師による指示
を文書で受けていますか。 □ □ □

主治医に看護小規模多機能型居宅介護計画，看護小
規模多機能型居宅介護報告書を提出し，密接な連携
を図っていますか。

□ □ □

管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービ
ス計画の作成に関する業務を担当させていますか。 □ □ □

介護支援専門員は、登録者の居宅サービス計画の作
成に当たっては、指定居宅介護支援等基準第13条各
号に掲げる具体的取組方針に沿って行っています
か。

□ □ □

21

法定代理受領
サービスに係
る報告

毎月、市町村（国民健康保険連合会）へ居宅サービ
ス計画において法定代理受領サービスとして位置づ
けたものの情報を記載した文書を提出しています
か。

条例204条（95
条準用）
基準第75条 □ □ □

・給付管理表

・利用者に関する記録
・業務日誌
・居宅サービス計画
・看護小規模多機能型
居宅介護計画
・（身体拘束を行った
場合）身体拘束に関す
る記録

・主治医の指示書
・看護小規模多機能型
居宅介護計画
・看護小規模多機能型
居宅介護報告書

18

指定看護小規
模多機能型居
宅介護の具体
的取扱方針

19

20

居宅サービス
計画の作成

条例204条（94
条準用）
基準第74条

・居宅サービス計画
・アセスメント記録
・モニタリング記録
・サービス担当者会議
録

4



適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

22

利用者に対す
る居宅サービ
ス計画等の書
類の交付

登録者から申出があった場合、直近の居宅サービス
計画及びその実施状況に関する書類を交付していま
すか。

基準第76条

□ □ □

・居宅サービス計画

管理者は、介護支援専門員に、登録者の看護小規模
多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護
師に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関
する業務を担当させていますか。

条例第201条
基準第179条

□ □ □

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計
画の作成に当たって、看護師と密接な連携を図って
いますか。

□ □ □

看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たって
は、地域における活動への参加の機会の提供等によ
り、利用者の多様な活動の確保ができていますか。

□ □ □

介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及び
その置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協
議の上、目標や具体的なサービス内容を記載した看
護小規模多機能型居宅介護計画を作成しています
か。

□ □ □

看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者又は家族
に対して説明し、利用者の同意を得て、交付してい
ますか。

□ □ □

看護小規模多機能型居宅介護計画作成後も、計画の
実施状況や利用者の様態の変化等の把握を行い、必
要に応じて計画の変更をしていますか。

□ □ □

看護師等は、提供した看護内容等を記載した看護小
規模多機能型居宅介護報告書を作成していますか。 □ □ □

利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と
日常生活が充実するよう支援していますか。 □ □ □

利用者の負担によって、看護小規模多機能型居宅介
護の一部を付添者等に行わせていませんか。 □ □ □

良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日
常生活が送れるよう、利用者とともに、食事や清
掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーショ
ン、行事等を可能な限り共同で行っていますか。

□ □ □

利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を
踏まえた社会生活の継続のための支援に努めていま
すか。

□ □ □

日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き
等について、必要に応じて同意を得た上で代わりに
行っていますか。

□ □ □

利用者の家族に対し、会報の送付、行事への参加の
呼びかけ等、利用者と家族の交流の機会を確保する
よう努めていますか。

□ □ □

利用者が、正当な理由なしに利用に関する指示に従
わないことにより、要介護等状態の程度を増進させ
たと認められるときは、その旨を市町村に通知して
いますか。

□ □ □

利用者が、偽りその他不正な行為によって保険給付
を受け、又は受けようとしたときは、その旨を市町
村に通知していますか。

□ □ □

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合
は、速やかに主治の医師又は協力医療機関への連絡
を行う等の必要な措置を講じていますか。

□ □ □
・利用者に関する記録
・緊急時対応マニュア
ル

当該従業員が看護職員である場合は，必要に応じて
臨時応急の手当てを行っていますか。 □ □ □

・看護小規模多機能型
居宅介護計画
・看護小規模多機能型
居宅介護報告書
・居宅サービス計画
・サービス担当者会議
録
・利用者に関する記録

・市町村に送付した通
知に係る記録

23

看護小規模多
機能型居宅介
護計画及び看
護小規模多機
能型居宅介護
報告書の作成

24

介護等 条例204条（98
条準用）
基準第78条

25

社会生活上の
便宜の提供等

条例204条（99
条準用）
基準第79条

26

利用者に関す
る市町村への
通知

条例204条（29
条準用）
基準第3条の26

27

緊急時等の対
応

条例第202条
基準第180条

・利用者に関する記録
・看護小規模多機能型
居宅介護計画

・利用者に関する記録
・看護小規模多機能型
居宅介護計画

5



適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

管理者は、従業者の管理及び利用の申込みに係る調
整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に
行っていますか。

□ □ □

・組織図、組織規程
・業務分担表
・業務日誌

従業者に必要な指揮命令を行っていますか。
□ □ □

29

運営規程 次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程
を定めていますか。
・  事業の目的及び運営の方針
・  従業者の職種、員数及び職務内容
・  営業日及び営業時間
・　登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用
定員
・  指定看護小規模多機能型居宅介護の内容及び利用
料その他の費用の額
・  通常の事業の実施地域
・　サービス利用に当たっての留意事項
・  緊急時等における対応方法
・　非常災害対策
・　虐待の防止のための措置
・  その他運営に関する重要事項

条例204条
（101条準用）
基準第81条

□ □ □

・運営規程
・重要事項説明書

利用者に対し、適切な指定看護小規模多機能型居宅
介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定め
ていますか。

□ □ □

事業所の従業者によってサービスを提供しています
か。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない
業務は、この限りではありません。

□ □ □

介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会
を確保していますか。

□ □ □

全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介
護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定
める者等の資格を有する者その他これに類する者を
除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を
受講させるために必要な措置を講じていますか。
※令和6年3月31日までの経過措置あり。新入職員に
ついては採用後1年間の猶予期間あり。

□ □ □

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係
を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範
囲を超えたものにより、就業環境が害されることを
防止するための方針の明確化その他の必要な措置を
講じていますか。
※方針の明確化その他の必要な措置は以下のとおり
イ　事業主が講ずべき措置の具体的内容
a　事業主の方針等の明確化及びその周知、啓発
　 職場におけるハラスメントの内容及び職場にお
けるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明
確化し、従業者に周知・啓発すること。
b　相談（苦情含む）に応じ、適切に対応するため
に必要な体制の整備
　相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等
により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定
め、労働者に周知すること。
ロ　事業主が講じることが望ましい取組
　①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタル
ヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対
応させない等）及び③被害防止のための取組（マ
ニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況
に応じた取組）
※「介護現場におけるハラスメント対策マニュア
ル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引
き」（いずれも厚生労働省HP）等を参考とすること

□ □ □

31

定員の遵守 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利
用定員を超えてサービスを提供していませんか。
（ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用
は、利用者の様態や希望等により特に必要と認めら
れる場合は、一時的にその利用定員を超えることは
やむを得ないものとする。なお、災害その他のやむ
を得ない事情がある場合は、この限りではありませ
ん。）

条例204条
（102条準用）
基準第82条

□ □ □

・利用者名簿
・運営規程

28

管理者等の責
務

条例204条（60
条の11準用）
基準第53条

30

勤務体制の
確保等

条例204条（60
条の13準用）
基準第30条

・就業規則
・運営規程
・雇用契約書
・勤務表（原則として
月ごと）
・研修計画
・研修会資料
・研修の記録
・認知症介護基礎研修
修了証等
・ハラスメント防止に
関する指針等

2021改正

2021改正

2021改正
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適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対
するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時
の体制により早期に業務の再開を図るための計画
（業務継続計画）を策定していますか。
※令和6年3月31日までの経過措置あり
業務継続計画には以下の項目等を記載すること
イ 感染症に係る業務継続計画
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止
に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）
ｂ 初動対応
ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃
厚接触者への対応、関係者との情報共有等）
ロ 災害に係る業務継続計画
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・
水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要
品の備蓄等）
ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体
制等）
ｃ 他施設及び地域との連携
各項目の記載内容については、「介護施設・事業所
における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継
続ガイドライン」、「介護施設・事業所における自
然災害発生時の業務継続ガイドライン」等（厚生労
働省HP）を参照すること

□ □ □

・業務継続計画（感染
症）
・業務継続計画（非常
災害）
　※それぞれ必要な内
容が記載されていれば
一体的な計画でも可

従業者に対し、業務継続計画について周知するとと
もに、必要な研修及び訓練を定期的（※）に実施し
ていますか。
※研修、訓練とも年２回以上。新規採用時には別に
研修を実施すること。

□ □ □

・訓練実施記録

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ
て業務継続計画の変更を行っていますか。

□ □ □

非常災害対策 非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への
通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業
者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他
必要な訓練を行っていますか。

□ □ □

避難訓練等に当たって、地域住民の参加が得られる
よう連携に努めていますか。 □ □ □

浸水想定区域内又は土砂災害計画区域内に立地して
いる場合、避難確保計画を作成済みですか。

□ □ □

利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、
協力医療機関を定めていますか。 □ □ □

あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努
めていますか。 □ □ □

サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の
対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施
設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えてい
ますか。

□ □ □

・消防計画
・非常災害対策計画
・避難確保計画（浸水
想定区域内又は土砂災
害計画区域内に立地し
ている場合）
・避難訓練等の実施記
録

33

条例204条
（103条準用）
基準第82条の2

条例第204条
（第33条の2準
用）
基準第3条の30
の2

34

協力医療機関
等

条例204条
（104条準用）
基準第83条

業務継続計画
の策定等

32

・協力医療機関との契
約書
・協力歯科機関との契
約書
・緊急時対応に係る特
養等との契約書等

関連法改正

2021改正
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適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用
に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛
生上必要な措置を講じていますか。

□ □ □

・衛生管理マニュアル
・受水槽・浴槽の清掃
記録

事業所において感染症が発生し、又はまん延しない
ように、次に掲げる措置を講じていますか。
イ　感染症の予防及びまん延の防止のための対策を
検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底を
図っている。
ロ　感染症の予防及びまん延の防止のための指針を
整備している。
ハ　従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止
のための研修及び訓練を定期的に実施している。
ニ　インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症
対策、レジオネラ症対策等については、別途発出さ
れている通知に基づき、適切な措置を講じている。
※令和6年3月31日までの経過措置あり
イについて　感染症の予防及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会については、幅広い職種に
より構成すること、外部の者も含め感染対策の知識
を有する者の参画を得ることが望ましい。また、構
成メンバーの責任及び役割分担を明確にするととも
に、感染対策担当を決めておくことが必要
ロについて　感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針については平常時及び発生時の対応を規定す
ること。それぞれの記載項目については「介護現場
における感染対策の手引き」（厚生労働省HP）を参
照すること。
ハについて　研修、訓練とも年２回以上。新規採用
時には別に研修を実施すること。

□ □ □

・感染症対策マニュアル
等
・指導等に関する記録
・感染症の予防及びまん
延の防止のための対策を
検討する委員会の議事
録
・感染症の予防及びまん
延の防止のための指針
・研修等参加記録

36

掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者
の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択
に資すると認められる重要事項を掲示しています
か。
※重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、か
つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること
によって、掲示に代えることができます。

条例204条（35
条準用）
基準第3条の32

□ □ □

・掲示物（配架物）

秘密保持等 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た
利用者又はその家族の秘密を漏らしていませんか。 □ □ □

従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務
上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと
がないよう、必要な措置を講じていますか。

□ □ □

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報
を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個
人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじ
め文書により得ていますか。

□ □ □
・利用者及び家族の同意
書

38

広告 広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇
大なものとなっていませんか。

条例204条（37
条準用）
基準第3条の34

□ □ □
・パンフレット
・ポスター等

39

居宅介護支援
事業者に対す
る利益供与の
禁止

居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利用
者に特定の事業者によるサービスを利用させること
の対償として、金品その他の財産上の利益を供与し
ていませんか。

条例204条（38
条準用）
基準第3条の35

□ □ □

35

衛生管理等 条例204条（60
条の16準用）
基準第33条

37

条例204条（36
条準用）
基準第3条の33

・就業時の取り決め等
の記録
・就業規則
・従業者の誓約書等

2021改正

2021改正
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適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

苦情処理 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの
苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け
付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ
ていますか。

□ □ □

苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記
録していますか。

　　苦情件数：　　月　　　件程度
　　苦情相談窓口の設置：　有　・　無
　　相談窓口担当者：

□ □ □

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報
であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サー
ビスの質の向上に向けた取組を自ら行っています
か。

□ □ □

提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他
の物件の提出等の求めに応じ、及び利用者からの苦
情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、
市町村から指導又は助言を受けた場合においては、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていま
すか。

□ □ □

市町村からの求めがあった場合には改善内容を市町
村に報告していますか。 □ □ □

提供したサービス係る利用者からの苦情に関して国
民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととも
に、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を
受けた場合においては、当該指導又は助言に従って
必要な改善を行っていますか。

□ □ □

国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に
は、改善内容を国民健康保険団体連合会に報告して
いますか。

□ □ □

41

調査への協力
等

提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏
まえ、妥当適切なサービスが行われているかどうか
を確認するために市町村が行う調査に協力するとと
もに、市町村から指導又は助言を受けた場合におい
ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っ
ていますか。

条例204条
（105条準用）
基準第84条

□ □ □

地域との連携
等

サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家
族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の
職員又は地域包括支援センターの職員、看護小規模
多機能型居宅介護について知見を有する者等により
構成される運営推進会議を設置していますか。

条例204条（60
条の17準用）
基準第85条

□ □ □

テレビ電話装置等を活用して運営推進会議を開催す
るにあたり、利用者等が参加する場合にあっては、
テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同
意を得ていますか。

□ □ □

運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催し、活動
状況を報告し、その評価を受けるとともに、必要な
要望、助言等を聴く機会を設けていますか。

□ □ □

報告、評価、要望、助言等についての記録を作成
し、これを公表していますか。 □ □ □

事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的
な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流
を図っていますか。

□ □ □

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用
者に対してサービス提供をする場合には、当該建物
に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行
うよう努めていますか。

□ □ □

・運営規程
・苦情に関する記録
・苦情対応マニュアル
・苦情に対する対応結
果記録
・指導等に関する改善
記録
・市町村への報告記録
・国保連からの指導に
対する改善記録
・国保連への報告書

・地域交流に関する記
録
・運営推進会議の記録
・外部評価の結果

40

条例204条（39
条準用）
基準第3条の36

42

2021改正
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適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

43

居住機能を担
う併設施設等
への入居

可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続
できるよう支援することを前提としつつ、利用者が
他の施設等へ入所等を希望した場合は、円滑にそれ
らの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ず
るよう努めていますか。

条例204条
（107条準用）
介護第86条

□ □ □

事故発生時の
対応

利用者に対するサービスの提供により事故が発生し
た場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者
に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うととも
に、必要な措置を講じていますか。また、事故の状
況及び事故に際して採った処置について記録してい
ますか。（過去に事故が発生していない場合、発生
したときに備えて、市町村、当該利用者の家族、当
該利用者に係る居宅介護支援事業者等への連絡や、
必要な措置、事故の状況・処置について記録をする
体制を整えていますか。）
　→事故事例の有無：　有　・　無

□ □ □

・事故対応マニュアル
・事故に関する記録
・事故発生報告書

利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事
故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ってい
ますか。（賠償すべき事故が発生したことがない場
合、損害賠償を速やかに行える体制を整えています
か。）
　→損害賠償保険への加入：　有　・　無

□ □ □

・損害賠償関係書類

事故が生じた際には、原因を解明し、再発生を防ぐ
ための対策を講じていますか。（過去に事故が生じ
ていない場合、事故に備えて対策を講じています
か。）

□ □ □

・事故再発防止検討記録

45

会計の区分 他の事業との会計を区分していますか。 条例204条（42
条準用）
基準第3条の39

□ □ □
・会計関係書類

46

虐待の防止 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げ
る措置を講じていますか。
イ　虐待の防止のための対策を検討する委員会を定
期的に開催するとともに、その結果について、従業
者に周知徹底を図っている。
ロ　虐待の防止のための指針を整備している。
ハ　従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期
的に実施している。
ニ　上記３つの措置を適切に実施するための担当者
を置いている。
※令和6年3月31日までの経過措置あり
イについて　管理者を含む幅広い職種で構成すると
ともに、事業所外の虐待防止の専門家を委員として
積極的に活用することが望ましい。ただし、虐待等
の事案については、一概に従業者に共有されるべき
情報であるとは限られないことから、個別の状況に
応じて慎重に対応することが重要
イ、ロについて　虐待の防止のための対策を検討す
る委員会での検討内容及び虐待の防止のための指針
の検討内容は、「指定地域密着型サービス及び指定
地域密着型介護予防サービスに関する基準につい
て」（厚生労働省HP）を参照すること
ハについて　研修は年２回以上。新規採用時には別
に研修を実施すること

条例第204条
（第41条の2準
用）
基準第3条の38
の2

□ □ □

・虐待の防止のための
対策を検討する委員会
の議事録
・虐待の防止のための
指針
・研修等参加記録

44

条例204条（41
条準用）
基準第3条の38

2021改正
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適 不適
非該
当

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

確認書類等

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備
していますか。 □ □ □

利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる
記録を整備していますか。
①居宅サービス計画
②看護小規模多機能型居宅介護計画
③身体的拘束等の様態及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
④主治の医師による指示の文書
⑤看護小規模多機能型居宅介護報告書
⑥提供した具体的なサービスの内容等の記録
⑦利用者に関する市への通知に係る記録
⑧苦情の内容等の記録
⑨事故の状況及び事故に際して講じた措置について
の記録
⑩運営推進会議に係る報告、評価、要望、助言等の
記録
⑪従業者の勤務の体制及び実績に関する記録

□ □ □

上記の①～⑪の書類について、以下の期間保存して
いますか。
(１)①、②、⑥及び⑪については、当該記録に係る
介護給付があった日から５年を経過した日
(２)③～⑤及び⑦～⑩については、その完結の日か
ら２年を経過した日まで

□ □ □

48

事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地
その他厚生労働省令で定める事項に変更があったと
き、又は当該看護小規模多機能型居宅介護事業を廃
止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働
省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を
本市に届け出ていますか。

・事業所の名称及び所在地
・申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに
その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項
証明書又は条例等
・事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所
の別
・建物の構造概要、平面図及び設備の概要
・事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
・運営規程
・協力（歯科）医療機関の名称及び診療科名並びに
当該協力医療機関との契約内容
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等
との連携体制及び支援の体制の概要
・地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
・役員の氏名、生年月日及び住所
・介護支援専門員の氏名及びその登録番号
・法人・事務所の電話番号及びＦａｘ番号

基準保険法第
78条の5

□ □ □

・届出書類の控

条例第203条
基準第181条

・従業員名簿
・備品台帳
・居宅サービス計画
・小規模多機能型居宅
介護計画
・サービス提供の記録
・身体的拘束に関する
記録
・市町村への通知に係
る記録
・苦情対応結果記録
・事故発生報告書
・事故対応記録
・運営推進会議に関す
る記録
他

Ⅳ　変更の届出等

47

記録の整備

11


